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国立市行政手続等における情報通信技術
の利用に関する条例案について

見積書の押印廃止について

令和５年度第１０回庁議　議事要旨（記録）

【付　議】
１．国立市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例案について
　　説明員：行政改革・情報政策担当課長
　（内容は別紙「庁議付議事案　審議要旨」のとおり）

【報告事項】
２．見積書の押印廃止について
　　説明員：総務課長
　＜内　容＞
　　見積書の押印廃止についての報告があった。

【その他報告】
３．トイレ呼び出しブザー設置について
　　説明員：総務課長
　＜内　容＞
　　トイレに設置した体調不良時等の呼び出しブザーについての報告があった。

出席者（１４名）

庁議メンバー

トイレ呼び出しブザー設置について



議事要旨公開・時限非公開の別
①
②

庁議付議事案　審議要旨（記録）（令和５年７月１９日開催）

付議事案名：国立市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例について 提案課　政策経営部　政策経営課

決裁後公開します （※②をチェックした場合、その理由）

（庁議で集約）後公開します

１．付議事案の概要 ３．主な意見・質疑・確認事項等
１．付議目的（理由）
　「国立市ＤＸ（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）推進計画」の基本方針（１）「『書かな
い』『行かない』スマートな窓口の実現」に係る重点取組事項（１）として、「行政
手続きのオンライン化」を掲げている。法令に基づく手続については、「情報通信技
術を活用した行政の推進等に関する法律」の規定によるオンライン化が可能である
が、例規に基づく手続についてはオンライン化を可能とする規定がない状態である。
　国立市学童保育所条例施行規則に基づく学童保育所入所申請（１１月に次年度分の
受付開始）を皮切りとして、行政手続のオンライン化を拡大していくために、例規に
基づく手続のオンライン化を可能とする条例案について、庁内合意を得るために付議
するものである。
 
２．経過及び現状
・令和５年３月　国立市ＤＸ（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）推進計画策定
・令和５年６月　条例案作成作業

３．具体的な措置
　市議会第３回定例会に条例案を提出する。

【主な意見・質疑等】
　・申請はシステムを利用して行うのか。
　　→　LoGoフォームというシステムを利用する。

　・学童の利用申請で導入予定とのことだが他の手続での導入予定は。
　　→　学童の利用申請は今年秋ごろ、他の手続についても年度内の導入を
　　　可能とするよう内規の整備を予定している。

　・他のシステムの利用予定はないか。
　　→　東京共同電子申請・届出サービスの一環として導入されていること
　　　から安価に利用できるためLoGoフォームを利用予定。

２．集約

原案の内容で確認し、事務を行っていく。


